
不利益処分の処分基準

処 分 の 内 容 指定管理者の指定の取消し等

根拠法令及び条項 地方自治法第２４４条の２第１１項

所 管 部 課 係 名 総合政策部政策課政策係

処

分

基

準

関 係 条 項

基 準

（未設定の場

合はその理由）

１１ 普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わない

ときその他当該指定管理者による管理を継続することが適

当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を

定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることがで

きる。

参 考 事 項

設定等年月日 平成２７年４月１日設定（平成 年 月 日最終変更）


